
 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車税事務所の統合について

自動車税事務所からのお知らせ

◆　統合後も自動車税や自動車取得税に
　関する業務は現在の場所で行います。

　総務管理課　総務管理担当

　自動車税事務所は、総合県税事務所と統合し、平成２０年４月１日から
「山梨県総合県税事務所」となります。
　なお、自動車税や自動車取得税に関する業務は、引き続き現在の場所で
行いますので、これらに関する手続きや問い合わせについては、これまで
どおり次にお願いします。

　現在、自動車税事務所に提出している申請書類等のうち、提出先が「山
梨県自動車税事務所長」となっている申請書類等は、平成２０年４月１日
の提出から「山梨県総合県税事務所長」になりますのでご注意ください。
　なお、既に申請書類等をお持ちの方は、当分の間は次のとおり提出先を
訂正してお使いいただくこともできますが、できるだけ早い時期に変更い
ただくようお願いします。

【自動車税や自動車取得税に関する手続きや問い合わせ先】

　〒４０６－８５５８　山梨県 笛吹市 石和町 唐柏 １０００－４
　　電話：０５５－２６２－４６６２　ＦＡＸ：０５５－２６３－２４２１

　　　【訂正 前 】　　　山 梨 県 自 動 車 税 事 務 所 長　 殿

　　　【訂正 後 】　　　　　　　総 合 県 税
　　　　　　　　　　　  山 梨 県 自 動 車 税 事 務 所 長　 殿

笛吹市石和町唐柏１０００－４
ＴＥＬ　０５５－２６２－４６６２

山梨県自動車税事務所　

◆　統合に伴い、申請書類等の提出には
　注意が必要です。

統合に関する問い合わせ先


